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たと見なされることはありません。

しかしながら、米国出願における最

後の拒絶理由通知に対する応答では、

応答期間内に意見書・補正書を提出し

たとしても、特許をすべきものとの許

可通知（notice of allowance）が発行

されないまま応答期間を過ぎてしまう

と、その出願は自動的に放棄されたも

のと見なされます。

したがって、出願人は、応答期間内

に意見書・補正書を提出し、許可通知

を受け取らなければなりません。一方、

応答期間内に許可通知が発行されない

場合には、出願人は自らの判断によっ

て、継続審査請求（RCE）、審判請求

（Appeal）または継続出願を行う必要

があります。

ただし、最後の拒絶理由通知の発送

日から２カ月以内に意見書・補正書を

提出すれば、審査官はその内容につい

て審査し、拒絶理由が解消していれば

許可通知を、拒絶理由が解消していな

ければアドバイザリ通知（Advisory 

Action）を発行します。

これにより、出願人は、アドバイザ

リ通知を早期に受け取って、継続審査

請求、審判請求または継続出願のいず

れの対応を行うかについて十分検討す
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１．最後の拒絶理由通知

出願人が最初の拒絶理由通知

（first office action）に対して応答し

たものの、拒絶理由が解消しなかった

場 合、最 後 の 拒 絶 理 由 通 知（final 

office action）を受けます。

最後の拒絶理由通知に対しては、最

初の拒絶理由通知と同様に、意見書・

補正書を提出することができます。

ただし、最後の拒絶理由通知に対す

る補正では、出願当初の明細書に記載

されている（new matterではない）事

項 で あ っ て も、 新 た な 争 点（new 

issue）を追加することは認められま

せん。

２．応答期間

最後の拒絶理由通知に対する応答期

間は、最初の拒絶理由通知と同様に拒

絶理由通知の発送日から３カ月です。

ただし、手数料を支払えば、１カ月ご

とに最大３カ月まで延長することがで

きます。なお、最後の拒絶理由通知に

対しては、この最大６カ月を超えて手

続きを行うことができません。

日本出願の場合、最後の拒絶理由通

知に対する応答期間内に意見書・補正

書を提出すれば、その出願が放棄され

ることができます。

なお、アドバイザリ通知は、特許を

受けられない旨を通知するだけのもの

であって、アドバイザリ通知が発行さ

れたとしても、応答期間は最後の拒絶

理由通知の発送日から最大で６カ月で

あることに変わりはありません。

３．まとめ

以上より、最後の拒絶理由通知に対

しては、その発送日から２カ月以内に

意見書・補正書を提出し、その内容に

ついて審査官に審査してもらったうえ

で、継続審査請求、審判請求等の対応

を検討されることをお勧めします。

〈応答の一例〉

米国特許出願で最後の拒絶理由通知を受けました。できる限り早期に応答したほうがいいと聞きま
したが、具体的にいつ頃までに応答すればいいのでしょうか？　また、その理由も教えてください。
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